




●

・令和8年度のルートに関する変更は、東部ルートのみ。
・パヤオ直売店バス停の追加に伴いルートを一部延伸。
・国道329号への右折場所の変更に伴い、ルートを変更。



・⑫泡瀬バス停から交差点を直進し、泡瀬漁港敷地内を転回。
・新たに設置するバス停「パヤオ直売店」（漁協組合事務所前）停車。
・交差点を左折し県道85号線に進入。
・交差点直進後のパヤオ直売所の回遊ルートが延伸。



・⑱東部クリニック前のバス停先の交差点左折。
・国道329号 信号機のある交差点から右折。
・右折交差点の変更に伴い、ルートを変更。





・東部ルートの一部延伸、並びに、バス停間の所要時間の見直しに伴い、ダイヤを
改正する。
・所要時間の増に伴い、便数を減便する。



（改正前）



（改正後）



バス停間の所要時間の見直し】
〇令和7年4月から令和7年9月までの運行に係るバス停間の所要時間の計測や
運転手からのヒアリングを実施。
〇周辺道路の渋滞状況や利用者増加に伴う乗降時間の増加などからバス到着時刻
に遅延が生じている状況やパヤオ直売所バス停追加を踏まえ時刻の見直しを実施。

【ダイヤ改正】
〇バス停間の所要時間の見直し、及び、ルート延伸に伴う所要時間の増加を踏まえ
ダイヤの見直しを実施する。

〇1便目は、早朝の渋滞状況から所要時間を19分増やすとともに通勤利用者を考慮し
始発時間を16分早めた7時12分とする。

〇2便から7便についても、見直しの結果、所要時間6～7分増やす。
〇8・9便については、夕方の渋滞状況から所要時間を15分～16分増やす。
〇結果、周回時間が増加するが、最終便の時間帯を同様とするため、１便減便となる。
〇改後の最終便（10便）と改前の最終便（11便）の時刻に大きな差が出ないように設定
した。



西部、北部、東部ルートについて、オーナー名称を付したバス停の変更等にともない、
バス停名称を変更する。なお、中部ルートは、変更なし。
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